
       【毎月開催決定！】      

    日本人海外在住者向けセミナー  

日本で遺産相続が起こったらどうする？【第 10 回】です。  
≪海外在住の皆さまのための、日本の「相続」に関するオンラインセミナー 

日本の相続制度は日々変化しており、特に海外在住の方にとっては手続きや準備の 

複雑さが一層増しています。このセミナーでは、海外からでも日本の相続手続きを進められる

ための実践的な知識を、日本国内のエキスパートが毎回異なるテーマでわかりやすく解説。 

各分野の現役の専門家が、タイムリーで正確な情報をもとにお話しします≫ 

“日本へ帰国せずに全手続きがおえられます！”  

『日本の遺産相続のお悩み 解決セミナー！第 10 回』  
  

 

 
 

   

                            

  不動産相続アーキテクツ社       フロンティア司法書士事務所     ACCESS 税理士不動産鑑定士事務所                        

    髙橋 大樹 社長            宮崎辰也 司法書士      植崎紳矢  税理士、不動産鑑定士、行政書士                                                                

                                                         

今回も、日本の相続に精通した専門家 3 名 (相続専門不動産会社＋国際相続に精通した司法書

士＋国際相続に強い税理士、不動産鑑定士、行政書士)が登壇。 

講義の内容は毎回異なり、継続してご参加いただくことで、より深い理解と具体的な対策が可

能になります。「安心して聞ける、相談できる場」としてご利用ください。 

ご希望者には、別日での３０分の無料コンサルで、各人に合ったアドヴァイスを提供。 

  

こんな方におすすめのセミナーです 

• 日本に親の家や不動産があり、将来どうするべきか悩んでいる 

• 住む予定のない実家や、売却が難しそうな不動産が気になっている 

• 相続で不動産を受け継いだら、売却したいと考えている 

• 相続の手続きが複雑で、日本に帰国せずに完了できるか不安 



• 日本に住む家族に任せているが、全体像が見えず心配 

• そもそも誰に何を相談すればよいかわからない 

• 相続の基本は知っているが、もっと実務的で専門的な話を聞きたい 

• 日本の制度や法律の最新情報を、信頼できる専門家から得たい 

• 相続登記の義務化について、正しく理解しておきたい 

• 国をまたぐ相続・税金の対応について具体的な知識が欲しい 

• ネットや広告ではなく、本当に正しい情報を知りたい 

• 今すぐではないが、将来に備えて準備を始めたい 

• 相続のことを考えると漠然とした不安がある 

• 自分に合った対処法を見つけたい 

• 財産の分け方や税金対策について考えておきたい 

• 問題がすでに発生している、またはその可能性がある 

など 

 

 

＜イベントの流れ＞   

午前５時 50 分～ (LA、バンクーバー)  午前 ７時 50 分～ (ダラス)  午前 8 時 50 分～ 

(NY、ボストン)  13 時 50 分～ (英国) 14 時 50 分～ (中央欧州)  20 時 50 分～(香港)    

21 時 50 分～(日本)  

≪1０ 分間≫: 参加者の入室  

  

   

 

午前 6 時～6 時 5 分(LA、バンクーバー) 午前 ８時～８時 5 分(ダラス)   午前 9 時～9 

時 5 分(NY、ボストン)  14 時～14 時 5 分(英国)  15 時～15 時 5 分(中央欧州)  21 時

～21 時 5 分(香港)   22 時～22 時 5 分(日本)     

≪５分間≫:   主催者のあいさつ  

すがた自己紹介と 3 人の講師(高橋大樹  相続専門不動産会社 社長、宮崎辰也 司法書

士、植崎紳矢 税理士・不動産鑑定士・行政書士 )のご紹介  

   

 



午前 6 時 5 分～6 時 25 分(LA、バンクーバー)  午前８時 5 分～８時 25 分(ダラス)    

 午前９時 5 分～９時 25 分(NY、ボストン)   14 時 5 分～14 時２5 分(英国)  15 時 5 分

～15 時 25 分(中央欧州)      21 時５分～21 時 25 分(香港)    22 時 5 分～22 時 25 分

(日本)     

≪2０分間≫: FSA 社 高橋大樹 相続専門不動産会社社長 の講義  

タイトル「日本で相続したいらない負動産の処分方法」  

  

 

午前 6 時 25 分～6 時 45 分(LA、バンクーバー)   午前８時 25 分～８時 45 分(ダラス)   

午前９時 25 分～９時 45 分(NY、ボストン)    

14 時 25 分～14 時 45 分(英国)   15 時 25 分～15 時 45 分(中央欧州)              

21 時 25 分～21 時 45 分(香港)   22 時 25 分～22 時 45 分(日本  

≪２０分間≫: フロンティア司法書士事務所   宮崎辰也 代表司法書士 の講義      

タイトル「日本で相続が起こった場合の必要な手続き～海外在住者がやるべきこと～」  

   

 

午前 6 時 45 分～6 時 55 分(LA、バンクーバー)  午前８時 45 分～８時 5 

5 分(ダラス)   午前９時 45 分～９時 55 分(NY、ボストン)    

14 時 45 分～14 時 55 分(英国)   15 時 45 分～15 時 55 分(中央欧州)             

21 時 45 分～21 時 55 分(香港)   22 時 45 分～22 時 55 分(日本)    

≪10 分間≫: 小休憩  

 

 

 午前 6 時 55 分～7 時 15 分(LA、バンクーバー)  午前８時 55 分～9 時 15 分(ダラス)   

午前９時 55 分～10 時 15 分(NY、ボストン)    

14 時 55 分～14 時 15 分(英国)   15 時 55 分～15 時 15 分(中央欧州)             

21 時 55 分～21 時 15 分(香港)   22 時 55 分～22 時 15 分(日本)    

≪２０分間≫: 植崎紳矢 税理士・不動産鑑定士・行政書士の講義      

タイトル「非居住者が知っておきたい日本の相続税」  



 

  

午前 6 時 15 分～7 時 25 分(LA、バンクーバー)  午前８時 15 分～9 時 25 分(ダラス)   

午前９時 15 分～10 時 25 分(NY、ボストン)    

14 時 15 分～14 時 25 分(英国)   15 時 15 分～15 時 25 分(中央欧州)             

21 時 15 分～21 時 25 分(香港)   22 時 15 分～22 時 25 分(日本)    

≪10 分間≫: 参加者は『ご要望確認シート』を記入 (セミナーの感想と別日での講師

との 30 分 ZOOM 無料相談の希望など)  

 

 

午前 6 時 25 分～7 時 30 分(LA、バンクーバー)  午前８時 25 分～9 時 30 分(ダラス)   

午前９時 25 分～10 時 30 分(NY、ボストン)    

14 時 25 分～14 時 30 分(英国)   15 時 25 分～15 時 30 分(中央欧州)             

21 時 25 分～21 時 30 分(香港)   22 時 25 分～22 時 30 分(日本)    

≪５分間≫: 終了のご挨拶  

  

 

午前 6 時 30 分～7 時 40 分(LA、バンクーバー)  午前８時 30 分～9 時 40 分(ダラス)   

午前９時 30 分～10 時 40 分(NY、ボストン)    

14 時 30 分～14 時 40 分(英国)   15 時 30 分～15 時 40 分(中央欧州)             

21 時 30 分～21 時 40 分(香港)   22 時 30 分～22 時 40 分(日本)    

≪１0 分間≫: 終了時刻 午前 7 時 30 分(LA、バンクーバー) 、午前 9 時 30 分(ダラ

ス)   午前 10 時 30 分(NY、ボストン)   14 時 30 分(英国)   15 時 30 分(中央欧州)             

21 時 30 分(香港)   22 時 30 分(日本)   の後に、参加者の中で希望者は残ってもらい、

質問やコメントを受け付ける。  

 

 

 

〈セミナー講師の詳細と講義のテーマ〉 

相続専門不動産会社 高橋大樹氏 



「日本で相続したいらない負動産の処分方法」 

https://fsarc.info/ 

 

 

司法書士  宮崎辰也氏 

「日本で相続が起こった場合の必要な手続き～海外在住者がやるべきこと～」 

https://frontier-shintaku.com/ 

https://www.frontier-office.net 

 

 

税理士 植崎紳矢氏   

「非居住者が知っておきたい日本の相続税」 

https://accessadvisors.tokyo/ 

 

 

〈日本で遺産相続が起こったらどうする？ 日本の遺産相続のお悩み 解決セミナー！第

10 回/ 日本へ帰国せずに全ての手続きがおえられます〉    欧州夏時間  

日時：2025 年 7 月 29 日(火)   午前 6:00～7:30（LA、バンクーバー）  午前 8:00～9:30（ダラ

ス）  午前 9:00～10:30（NY、ボストン）  14:00～15:30（英国)   15:00～16:30（中央欧州） 

21:00～22:30（香港） 22:00 ～23: 30 （日本）   

開催方法：オンライン（ZOOM）  

参加費用：税抜 60 ユーロ (約 52 ポンド/約 65 US ドル/約 9,900 円/約 90 CAD/ 約 480 HKD)  

                    特別価格 30 ユーロ (約 26 ポンド/約 33 US ドル/約 4,900 円/約 45 CAD/約 240 HKD)        

 

＜参加方法＞  

▼セミナーお申し込み用 URL             ▼お申し込み用 QR 

https://forms.gle/7Sn66qzU3aqJrihz7  

 

 

上の URL をクリックするか、QR コードをスキャンしてお申し込み専用ページへアクセスして

ください。お申し込み内容を当社で確認し次第、支払い詳細をご連絡いたします。  

注 1）ご購入頂いたチケットの払い戻しはございません。   

https://fsarc.info/
https://frontier-shintaku.com/
https://www.frontier-office.net/
https://accessadvisors.tokyo/


注 2）お支払いの際に生じる手数料等はお客様にてご負担ください。  

注 3）参加料金が当方の銀行口座に着金した時点でお席の確定とさせていただきます。  

注 4）個人情報の取り扱い：本フォームで収集された個人情報は、適用されるデータ保護法に従って処理され、参加

申込書内の参加規約に定められている通り、参加者のご同意なしに（匿名化されているか否かを問わず）講師（他

団体）に提供されることはありません。 

注 5）このちらしに掲載されているすべての内容の著作権は Saki Ataga Corp.に帰属しており、無断で複製、転載、

転用、改変等の二次利用を固く禁じます。  

 

＜主催者＞  

須賀田 ボンソー 明子（すがた ぼんそー あきこ）  

英日ビジネスハブ サキアタガ社 (Saki Ataga Corp.) 代表  

▶イベントに関するご質問は  akikosugata03@gmail.com                 

▶セミナーお申し込み用 URL:  https://forms.gle/7Sn66qzU3aqJrihz7  

 

https://forms.gle/ZTfgju7n7tiyzqH76

